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○北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱 

平成２７年１０月１日 

告示第７０号 

改正 平成２７年１２月１８日告示第９０号 

平成２８年１２月２８日告示第１１０号 

平成３０年３月３０日告示第３９号 

令和元年５月２０日告示第１０号 

令和２年２月５日告示第９号 

令和３年２月１日告示第９号 

令和４年３月３０日告示第５１号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、北杜市内（以下「市内」という。）の空き家の活用と市内へ

の移住定住者の増加を図る必要があることから、北杜市空き家バンク実施要綱（令

和３年北杜市告示第９号。以下「空き家バンク実施要綱」という。）に定める空

き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク実施要綱第４条第２項の規定

により登録された物件（以下「物件」という。）のリフォーム又は物件に残置す

る家財道具の処分及び当該処分に伴う物件内の清掃（以下「リフォーム等」とい

う。）を行った所有者等、借受者又は購入者に対して、北杜市補助金等交付規則

（平成１６年北杜市規則第５１号）及びこの告示に基づき補助金を交付すること

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 所有者等 物件に係る所有権その他権利を有し、当該物件の売却又は賃貸

を行うことができる個人をいう。 

(２) 市内施工業者 市内に本社、支社、支店若しくは営業所を有する法人又は

市内で事業を営む個人をいう。 

(３) リフォーム 物件の修繕、取替、改装又は増改築に係る工事であって、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）その他の法令に
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違反しないものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

物件の所有者等、借受者又は購入者であって、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

(１) 同一家屋において、過去に当該補助事業による補助金を交付されたことが

ない者 

(２) 補助金を申請する日の属する年度内にリフォーム等を完了した者 

(３) 北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱（平成２７年北杜市告示第６

９号。以下「マイホーム補助金交付要綱」という。）第３条第３号に規定する

子育て住宅リフォーム費補助事業により補助を受けていない者 

(４) 市税を滞納していない者 

２ 物件の借受者は、自ら行うリフォーム又は市内施工業者に発注して行うリフォ

ームについては、所有者等の同意を得なければならない。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助金の

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）が５万円以上のものであって、

次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げるものとする。 

(１) 家財処分事業 物件内において使用されず残置された状態の家具、電化製

品、食器その他の家財道具の処分及び当該処分に伴う物件内の清掃を行うもの 

(２) リフォーム事業 物件の住宅としての機能回復及び機能向上を図るための

リフォームのうち、次のアからキまでのいずれかに該当するもの 

ア 主要構造部の修繕工事 

イ トイレ、浴室、台所等の生活するために必要と認められる部分の修繕又は

取替えに係る工事 

ウ 屋根、外壁、雨樋、建具、ベランダ及び縁側の外装工事 

エ 床、壁及び天井又は建具の内装工事 

オ トイレ、浴室、台所、洗面所等衛生設備工事、電気設備工事及び給湯設備

工事 
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カ 増改築工事（建物の解体工事は除く。）、バリアフリー工事及び外装工事、

内装工事、設備工事に伴う解体工事 

キ その他市長が必要と認めるリフォーム 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する費用とし、

別表の左欄に掲げる事業名の区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助対象経費とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるリフォームに係る経費は、補助対象経費

としない。 

(１) 空き家と同一敷地内に存する車庫、納屋、倉庫等のリフォーム 

(２) 外構工事 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる事業名の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる補助金の額とし、予算の範囲内で市長が定めた額とする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

３ 補助金の額は、所有者等が物件を売却する場合の事業名の区分は家財処分事業

で１５０万円を上限とし、所有者等が物件を賃貸する場合の事業名の区分は家財

処分事業及びリフォーム事業でそれぞれ合算して１５０万円を上限とする。 

４ 借受者及び購入者は、家財処分事業及びリフォーム事業を合算することはでき

ない。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付申請書（様式第１号。以

下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

(１) リフォーム等に係る費用の見積書の写し 

(２) リフォーム等を要する部分の写真 

(３) 申請年度及び申請年度前年度における、市税の納税証明書 
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(４) リフォームに関する賃貸借契約書又は売買契約書の写し（市と協定を締結

する宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第１項の免許を受

けて宅地建物取引業を営む者を構成員とする団体に仲介を依頼（次号から第７

号において同じ。）して作成した契約書、国土交通省「賃貸住宅標準契約書（改

訂版）」等） 

(５) リフォームに関する承諾書の写し（国土交通省「申請書兼承諾書・別表」

等） 

(６) リフォームに関する同意書の写し（国土交通省「合意書」等） 

(７) リフォームに関する計画書、材料のパンフレット等内容がわかる書類 

(８) 北杜市子育て世代マイホーム事業補助金交付決定通知書の写し（該当する

場合のみ） 

(９) その他市長が必要と認める書類 

２ 家財処分事業を行う所有者等の申請は空き家バンク実施要綱第４条第２項の規

定により登録した日から、借受者又は購入者の申請は賃貸借契約又は売買契約を

締結した日から起算して１年を経過した日までの期間とする。 

３ リフォーム事業の申請は、売買契約又は賃貸借契約を締結した日若しくは売買

又は賃貸借の同意が書面により得られた日から起算して１年を経過した日までの

期間とする。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに申請に

係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、北杜市空き家

バンク登録物件リフォーム費等補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を付す

ことができる。 

（計画の変更等） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、リフォーム等に係る経費の変更がある場合は、次に掲げる書類を

添えて、あらかじめ北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付変更
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申請書（様式第３号。以下「変更申請書」という。）を市長に提出しなければな

らない。 

(１) リフォーム等に係る費用の見積書の写し 

(２) その他変更内容が判断できる書類 

２ 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、速やかに承認の可

否を決定し、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付決定変更通

知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止） 

第１０条 補助事業者が、リフォーム等を中止する場合は、速やかに北杜市空き家

バンク登録物件リフォーム費等補助金計画中止届（様式第５号）を市長に提出し

なければならない。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日か

ら起算して１箇月以内又は補助金交付申請年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付事業実績報告書（様

式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) リフォーム等に係る費用の請求書及び領収書の写し 

(２) リフォーム等を実施した部分の写真 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、

適正と認めたときは、補助金の額を確定し、北杜市空き家バンク登録物件リフォ

ーム費等補助金交付確定通知書（様式第７号）により、補助事業者に通知するも

のとする。 

（補助金の請求及び支払） 

第１３条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようと

するときは、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付請求書（様

式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。 
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（補助金の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(２) 所有者等と購入者、あるいは借受者が３親等以内の親族であるとき。 

(３) 物件を登録後、５年以内に空き家バンクの登録を解除したとき。 

(４) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。 

(５) マイホーム補助金交付要綱第１１条の規定に該当したとき。 

(６)  補助対象事業が完了した年度から５年を経過する前に当該物件から退去

し、又は当該物件の取壊し等したとき。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、補助事業

者に対して、その返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、北杜市空き家バンク登録物件

リフォーム費等補助金返還請求書（様式第９号）により、期限を定めて返還を請

求するものとする。 

（報告及び調査） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又

は関係職員を派遣して関係書類を調査させることができる。 

（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１８日告示第９０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２８日告示第１１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第３９号） 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平

成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に行われた補助金の交付申請に係る補助金については、なお

従前の例による。 

附 則（令和元年５月２０日告示第１０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年２月５日告示第９号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月１日告示第９号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第５条、第６条関係） 

事業名 補助対象経費 補助金の額 

家財処分事

業 

北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する

条例（平成１６年北杜市条例第１５５号）第

５５条の規定による許可を受けた者が実施す

る物件に係る家財道具の処分及び当該処分に

伴う物件内の清掃に要する経費（特定家庭用

機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）

第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄

物の処理に要する料金を含む。） 

１ 所有者等は、補助対

象経費に３分の２を

乗じて得た額とする。

ただし、リフォーム事

業と合算して１棟当

たり１５０万円を限

度とする。 

２ 借受者及び購入者

は、補助対象経費に２

分の１を乗じて得た額

とする。ただし、５０

万円を限度とする。 

リフォーム

事業 

自ら行うリフォーム又は建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第２条第３項に規定する

許可を受けた市内施工業者が行う次に掲げ

る工事の費用であって、他の補助金等の対象

１ 所有者等は、補助対

象経費に３分の２を

乗じて得た額とする。

ただし、家財処分事業
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経費となっていない経費 

(１) 主要構造部の修繕工事 

(２) トイレ、浴室、台所等の生活するた

めに必要と認められる部分の修繕又

は取替に係る工事 

(３) 屋根、外壁、雨樋、建具、ベランダ

及び縁側の外装工事 

(４) 床、壁及び天井又は建具の内装工事 

(５) トイレ、浴室、台所、洗面所等衛生

設備工事、電気設備工事及び給湯設備

工事 

(６) 増改築工事（建物の解体工事は除

く。）、バリアフリー工事及び外装工

事、内装工事、設備工事に伴う解体工

事 

(７) その他市長が必要と認めるリフォー   

  ム 

と合算して１棟当た

り１５０万円を限度

とする。 

２ 借受者及び購入者

は、補助対象経費に２

分の１を乗じて得た

額とする。ただし、１

００万円を限度とす

る。 

３ 購入者は、マイホー

ム補助金交付要綱第

３条第１号に規定す

る子育て住宅購入費

補助事業により補助

を受ける場合の家財

処分事業又はリフォ

ーム事業の補助金の

額は、当該補助事業に

より受ける補助金の

額と合算して１５０

万円を上限とする。 

附 則 

(施行期日) 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に空き家バンク実施要綱第

４条第２項の規定により登録を受けている物件の改正後の北杜市空き家バンク登

録物件リフォーム費等補助金交付要綱第７条第２項の規定の適用については、施

行日を同項に規定する登録した日とみなす。 


